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（８）各種企業防災事例

練馬区地域防災計画

Ⅰ 防災本編

第３部 災害応急対策計画 緊急活動の分野

第７章 消火・救助・救急

第８節 練馬区レスキュー隊による救助・救急

１．復旧部長による要請

復旧部長がレスキュー隊の出動の必要があると判断したときは、地域・被害の状況

を示して、当該地区のレスキュー隊地区長（土木出張所長）に出動を要請します。

２．レスキュー隊の出動

レスキュー隊地区長＝土木出張所長は、復旧部長からの要請を受け、レスキュー隊

の出動を命じます。

３．副地区長の任務

地区長からの命令を受け、被災現場へ隊員を出動させ救助活動に当たらせます。

、 。地区長からの命令がなくても 被災者がいると判断した場合は隊員を出動させます

４．隊員の任務

地区長または副地区長からの命令を受け、会社の資器材または土木出張所保管の

資器材を利用して、救助活動を行います。

、 、 。消防署等の防災機関職員が現場にいる場合は その指示にしたがい 協力します

○レスキュー隊編成９業界

、 、 、 、 、 、土木業界 道路建設組合 建設業協会 ビルダークラブ 電設工業会 空調衛生協会

設備事業協会、サンキュウ会、交通安全施設クラブ

○土木出張所保管の資機材

油圧ジャッキ セット×４所／電動カッター セット×４所／チェンソー セット×2 2 2
４所
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１ 災害時における人命救助・道路啓開等応急対策業務に関する協定書

練馬区（以下「甲」という ）と区内建設・土木業関連 団体（以下「乙」という ）。 。8
は、災害時における人命救助道路啓開等応急対策業務に関し、次のとおり協定する。

（目的）

、 、第 条 この協定は 災害時における建築物その他の工作物等の崩壊および損壊に伴う1
緊急人命救助および道路啓開のための障害物除去活動等業務（以下「業務」という ）に。

ついて、乙の積極的な協力を得ることにより、円滑な業務を実施することを目的とする。

（出動の要請）

第 条 甲は、災害の実情に応じ、乙に対し、業務内容、日時、場所を指定して資機材2
および労力（以下「資機材等」という ）の出動を要請するものとする。。

ただし、乙は、災害の状況により応急対策が緊急性を要すると判断した場合は、甲と密

接な連絡をとりながら、直ちに出動し、その業務に従事することができる。

（資機材等の提供）

第 条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し、資機材等3
を提供する。

（資機材等の報告）

第 条 甲は、乙の提供した資機材等の数量および業務内容について、報告を受けるもの4
とする。

（費用負担）

第 条 甲は、乙の提供した資機材等に要した費用を負担する。5

（費用の請求）

第 条 乙は、業務終了後、甲の認定を受けて業務に要した通常の実費を、甲に請求する6
ものとする。

（災害補償）

第 条 甲の要請に基づき出動した者が、業務実施中に負傷し、若しくは疾病にかかり、7
または死亡した場合は 「災害応急措置業務従事者および水防従事者に対する損害賠償に、

関する条例（昭和 年 月 日条例第 号 」に基づき、これを補償するものとする。63 3 28 11 ）

（資機材等の調査）

第 条 乙は、甲が毎年 回実施する、乙の保有する、災害時に出動可能な資機材等の調8 1
査に協力するものとする。

（細目）

第 条 この協定を実施するため、必要な事項については別に定める。9
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（協議）

、 、第 条 協定の解釈に疑義が生じたとき またはこの協定の実施に関して必要な事項は10
甲、乙協議のうえ定めるものとする。

この協定締結の証として本書 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各 通を保有するも9 1
のとする。

平成 年 月 日7 12 22

甲 東京都練馬区豊玉北六丁目 番 号12 1
練馬区長 岩 波 三 郎

乙 東京都練馬区中村南三丁目 番 号16 10
練馬区建設業協会

会長 内 田幸 完

東京都練馬区関町南一丁目 番 号2 35
練馬区ビルダークラブ

会長 中 村 政 輝

東京都練馬区関町北二丁目 番 号31 4
練馬電設工業会

会長 井 口 浩太郎

東京都練馬区豊玉北五丁目 番 号20 3
練馬空調衛生協会

会長 塩 野 健 司

東京都練馬区中村一丁目 番 号8 2
練馬設備事業協会

会長 上 杉 与志栄

東京都練馬区大泉学園町七丁目 番 号19 46
サンキュウ会

会長 高 山 一 夫

東京都練馬区豊玉北六丁目 番 号13 2
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練馬土木協会

会長 遠 藤 寛

東京都練馬区豊玉北二丁目 番 号17 11
練馬区造園建設業組合

組合長 伊 藤 敏 堆

平成 年 月 日8 8 1

東京都練馬区早宮二丁目 番 号25 7
練馬区交通安全施設クラブ

代表 吉 田 助 丘
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阪神・淡路大震災における企業の対応

①企業員の安否確認

・通信が途絶した中、安否確認は困難を極めた。

・アンケート結果によれば、当初３日間で１５％、１月末で８５％の企業が安否確認を終

了したと回答（廣井 ）脩他

・自転車等で従業員の自宅訪問をして安否を確認した企業も多い

■従業員への救援措置（被災地アンケート調査）

・食料、水等の支援（都市部の被災者支援の一部を担う）

・事業所内の会議室・応接室 研修施設 社宅等を従業員の短期的避難場所として提供 マ、 、 （

ンションの借上げ、自宅修理のための大工派遣等の事例も）

・見舞金の支給、生活資金・住宅資金等の無利子貸付、給与前払い等

②事業の継続

・大手小売業はいち早く営業を再開、被災生活を支えた（ダイエーは発災後、１時間後に

対策本部設置、ヘリ、フェリーをチャーター）

・セブン・イレブンはヘリとバイクを併用した輸送体制、ニチイやローソンでは自転車、

徒歩による人海戦術で物資輸送

■ライフラインの復旧

電気 １／２３ （ １６日後）

通信 １／３１ （ ２４日後）

ＪＲ（在来線） ４／１ （ ７４日後）

ガス ４／１１ （ ９１日後）

上水道 ４／１７ （ ８４日後）

下水道 ４／２０ （ ９４日後）

阪神電鉄 ６／２６ （１６０日後）

阪神高速道路 翌年９／３０ （６２２日後）

東海豪雨における企業の対応

東海理化（トヨタグループ）

自社西枇杷島の工場の復旧活動を開始すると同時に、救援隊を組織して避難所に食料

などを提供。数多くの社員が家財の運び出しなどのボランティア活動をした。また、

約１水が引いた後も、道端に積み上げられていた災害ごみの回収に協力した。期間は

週間。延べ５２０名の社員が復旧作業に携わった。

その結果 「東海理化がいてくれて良かった」と工場の騒音や車の出入りに対する住、

民の苦情は激減した。同社は一時工場の撤退も検討したが 「地域の理解がある」こ、

となどを理由に存続を決めた。




